
 

前橋市創業サポート総合制度実施要綱  

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、市内で新たに事業活動を始めようとする者又は開業

後３年未満の中小企業者又は中小企業団体に対して、当該事業活動の継

続的な発展のため、コンサルタントによる経営面でのサポートを行うほ

か、利子及び保証料についての一部補助を行うことにより資金面でのサ

ポートを行い、創業者の事業発展を促進し、もって本市の地域経済の活

性化を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

 (1) 中小企業者 中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号）第

２条第１項に規定する中小企業者をいう。  

 (2) 中小企業団体 中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律

第１８５号）第３条第１項各号に規定する中小企業団体又は事業者が

任意に組織した団体をいう。 

 (3) 金融機関 市内で群馬県信用保証協会と保証契約を締結している

金融機関のうち、信託銀行、政府系金融機関（株式会社商工組合中央

金庫を除く。）及び労働金庫を除いたものをいう。 

 (4) 保証料 群馬県信用保証協会と中小企業者との間の信用保証委託

契約に基づき、信用保証協会の保証を受ける際に支払う信用保証料の

ことをいう。 

 （制度利用の条件及び内容）  

第３条 この制度を利用する条件及び内容は、次のとおりとする。  

区 分 内 容 

対象業種 次に定める業種を除く業種とする。  

 (1) 農業  

 (2) 林業（素材生産業及び素材生産サービス業を

除く。）  

 (3) 漁業  

 (4) 金融・保険業（保険媒介代理業及び保険サー

ビス業を除く。）  

 (5) その他信用保証協会の保証対象外業種  

 (6) 市長が別に定める業種 

対象者  次のとおりとする。 

(1) 過去１年以内にこの制度を利用しておらず、

市内に事業所を設置し新たに事業活動を始める

者、中小企業者又は中小企業団体であって、事



 

業開始後３年を経過していないもの。 

 (2) 自己又は自己の団体の役員等が、暴力団（暴

力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定

する暴力団をいう。）、暴力団員（同条第６号

に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有し

ている者（以下「暴力団等」という。）に該当

しないもの。 

利用条件 本市が指定する中小企業診断士のコンサルタント

を受け、制度の利用が可能と判断された者で、前橋

市制度融資「起業家独立開業支援資金融資」、群馬

県制度融資「創業者・再チャレンジ支援資金（Ｃタ

イプを除く）」、日本政策金融公庫前橋支店融資「新

規開業資金」、「女性、若者／シニア起業家資金」、

「食品貸付」、「生活衛生貸付」、「新創業融資制

度」、「中小企業経営力強化資金」を利用し、融資

期間３年以上のもの。 

資金使途 運転資金及び設備資金（土地を除く。） 

制度内容 次のとおりとする。 

 (1) コンサルタント 本市指定の中小企業診断士

による経営コンサルタントを実施する。回数は、

制度利用判定のための初回を含めて最大８回ま

でとする。 

 (2) 利子補給 本市の制度融資の利用者が金融機

関へ支払った利子相当額を支給する。ただし、

融資利率１％以内とする。 

 (3) 保証料補助 本市の制度融資の借入金１，５

００万円までに係る保証料のうち、保証料率１

％を上限とした、保証料相当額を支給する。た

だし、制度利用者が保証料を支払わない場合は、

この対象とはならない。 

制度利用期間 次のとおりとする。 

 (1)コンサルタント 初回は指名された中小企業

診断士と協議の上、決定する。２回目以降は融

資実行日の３年後の応当日までとする。 



 

 (2)利子補給 この制度による融資実行後３年間

に係る利子を対象とする。 

 (3)保証料補助 この制度による保証料の当初３

年間に係るものを対象とする。 

 （制度の申請）  

第４条 前条の条件によりこの制度を利用しようとする者（以下「申請者」

という。）は、本市に次の書類を添えて、対象となる融資が実行される

前に制度の申請を行うものとする。再チャレンジ申請する場合も同様に、

対象となる融資が実行される前に申請を行うものとする。 

 (1) 創業サポート総合制度申請書（様式第１号） 

 (2) 開業計画書 

 (3) 開業計画書月次案（任意） 

(4) 申請者が給与所得を得ていた者であることを証明する書類の写し 

 (5) 登記事項証明書（法人）又は開業届（個人）の写し  

 (6) 事業の許認可証の写し（該当する場合に限る。） 

 (7) 再チャレンジ申請書（様式第３号）（該当する場合に限る。） 

 （コンサルタント）  

第５条 この制度のコンサルタントの受診については、次のとおりとする。 

区 分 内 容 

申し込み 次のとおりとする。 

 (1) 初回診断 創業サポート総合制度申請書（様

式第１号）により申し込む。 

 (2) ２回目以降の診断 創業診断申込書（様式第

１０号）により申し込む。 

 (3) 各回のコンサルタント実施時に決算書又は確

定申告書、収支予算書等を提出するものとする。 

中小企業診断士 本市が指定する中小企業診断士の中から診断士を

指名する場合は、創業サポート総合制度申請書（様

式第１号）に記載すること。指名がない場合は、市

へ選出を一任することができる。制度利用期間中は

原則１回まで、診断士を変更することができるもの

とする。 

診断内容 次のとおりとする。 

 (1) 初回診断 創業計画又は創業内容について中

小企業診断士との面談を行い、制度利用の可否

の判断を受ける診断をいう。初回診断結果にお

ける制度利用の承認・不承認の効力は、通知日



 

を起算日として１年後の応当日までを有効期間

とする。ただし、診断において制度利用につい

て不承認と判断された者が、本市の特定創業支

援等事業を受講し、その証明書を入手した場合

は、１度に限り１年以内でも再申請を認めるこ

ととする。申請の際には、制度の申請書類のほ

かに再チャレンジ申請書（様式第３号）を提出

するものとする。 

 (2) ２回目以降の診断 創業内容及び事業経営に

ついて診断を受ける。また、財務、経営、人材

育成、販売方法についても指導を受けるものと

する。 

 （3）申請者がまちなか開業支援補助金を利用して

いる場合には、初回診断及び２回目以降の診断

を省略することができるものとし、まちなか開

業支援補助金による初回診断結果に基づき、本

制度の利用可否について判断することができる

ものとする。 

診断回数 初回診断と定期診断、自由診断を含め、最大８回

までとする。初回診断後は、融資実行日の６か月後、

１年後、１年６か月後、２年後及び３年後に必ず定

期診断を行い、その他に希望がある場合は、融資実

行日の３年後までに適時２回までの診断を受けるこ

とができるものとする。 

定期診断 融資実行日を基準日とする。定期診断の受診期間

は、基準日の、６か月後、１年後、１年６か月後、

２年後及び３年後の応当日前後３０日以内とする。

なお、特段の事情がある場合は、６か月後の定期診

断については、前後６０日以内とし、３年後の定期

診断については、協議によって決定することができ

る。 

（承認通知） 

第６条 市長は、前条に基づきコンサルタントの初回診断を受診し、中小

企業診断士から制度の利用が可能と判断された者に、創業診断通知書

（様式第９号の１）及び創業診断報告書（様式５号の１）を送付するも

のとする。制度の利用が不可能と判断された者には、創業診断通知書（様

式第９号の２）、創業診断報告書（様式５号の１）及び審査報告書（様



 

式第６号）を送付するものとする。 

（利子補給の手続） 

第７条 この制度の利子補給手続等については、次のとおりとする。  

区 分 内 容 

補助対象者 前橋市独立開業支援資金融資制度を利用した者で

、前条によって制度利用が可能と判断され、第５条

のコンサルタント（定期診断）における未受診がな

いもの（特段の事情がある場合を除く）。  

対象経費 前橋市起業家独立開業支援資金の借入当初３年間

に係る借入金利子 

交付内容  (1) １月１日から１２月３１日までの間に、この

制度を利用して支払った前橋市起業家独立開業

支援資金制度に係る利子（返済期日遅延による

利子は対象外）で、融資利率１％までの額。 

 (2) １，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

 (3) 補給金の申請期間は、この制度による融資実

行日から４年以内とする。 

交付条件 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明

らかにした書類、帳簿等を常備し、利子補給の交付

を受けた会計年度の終了後５年間保存し、提出を求

められた場合は、これに応じなければならない。 

交付申請の方法、

時期、書式等 

支払った利子の交付申請は、翌年の１月中に、次

の書類を提出すること。 

 (1) 利子補給金・保証料補助金交付申請書（様式

第１１号） 

 (2) 利子支払証明書（様式第１２号）又はそれと

同等の内容を証明するもの 

 (3) 補助事業内容説明書（別紙） 

 なお、第８条の保証料補助と同時に申請する場合

は、各書類を兼用することができる。 

交付決定の時期 申請書類等の審査及び調査を行い、速やかに交付

の可否、金額等を決定し通知するものとする。 



 

請求の方法、支払

時期等 

 交付決定後、利子補給金・保証料補助金交付請求

書（様式第１４号）により請求すること。 

上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０

日以内に支払うものとする。 

なお、第８条の保証料補助と同時に申請する場合

は、請求書を兼用することができる。 

交付決定の取消

し又は補給金の

返還 

１ 次の場合は、対象期間内であっても補給金の交

付が打ち切られるものとする。 

(1) 対象事業の譲渡、廃止、市外への移転の事実

があったとき。 

(2) 対象融資の繰り上げ償還を行ったとき。 

(3) その他第９条の辞退届が提出された場合、辞

 退理由が発生したとき。 

２ 次の場合は、対象期間の補給金における交付決

定の全部又は一部が取り消されるものとする。 

(1) 申請に虚偽があったとき。 

(2) 借入金を目的外に使用したとき。 

(3) 金融機関との約定による貸付条件に違背して

いるとき。 

(4) 市税を滞納しているとき。 

(5) その他市長が、利子補給の目的を達すること

ができないと認めたとき。 

３ 次の場合は、指定された期限までに既に交付し

た補給金の全部又は一部を返還しなければならな

い。 

(1) 補給金の交付を受けた後、補給金の交付決定

を取り消された場合、その取消しに係る部分の

金額 

（保証料補助）  

第８条 この制度の保証料補助手続等については、次のとおりとする。  

区 分 内 容 

補助対象者 前橋市独立開業支援資金融資制度を利用した者で

、第６条による承認通知で制度利用が可能と判断さ

れ、第５条のコンサルタント（定期診断）における

未受診がないもの（特段の事情がある場合を除く）

。 



 

対象経費 この制度を利用して支払った、前橋市起業家独立

開業支援資金に係る、保証開始日から３年間の保証

料とする。ただし、当初借入金１，５００万円まで

に係る保証料で、保証料率１％までのものとする。 

交付金額 (1)算出方法は下記のとおりとする。 

 

保証料総額     １     １，５００万円  

      ×①      ×② 

※保証期間    保証料率     保証金額 

 

※保証期間は以下のとおり算出を行うものとす

る。 

        保証期間の末日(日)－融資実行日(日) 

 保証期間 ＝ 

   ３６５日 

※保証期間の末日は、最終返済日とする。 

①保証料率が１％を超える場合のみ 

②保証金額が１，５００万円を超える場合のみ 

 

(2) １，０００円未満の端数が生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

(3) 補助金の申請期間は、この制度による保証開

始日から４年以内とする。 

(4) 交付金額は、支払った保証料を超えないもの

とする。 

交付条件 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明

らかにした書類、帳簿等を常備し、保証料に関する

補助金の交付を受けた会計年度の終了後５年間保存

し、提出を求められた場合は、これに応じなければ

ならない。 

交付申請の方法、

時期等 

保証を受けた年の翌年から起算して３年間の各年

の１月中に、次の書類を提出すること。 

 (1) 利子補給・保証料補助金交付申請書（様式第

１１号） 

 (2) 保証料の支払いが証明されるもの 

 (3) 補助事業内容説明書（別紙） 



 

なお、第７条の利子補給と同時に申請する場合は、

各書類を兼用することができる。 

交付決定の時期 申請書類等の審査及び調査を行い、速やかに交付

の可否、金額等を決定し通知するものとする。 

請求の方法、支払

時期等 

 交付決定後、利子補給・保証料補助金交付請求書

（様式第１４号）により請求すること。 

上記請求書の内容を確認し、受理した日から３０

日以内に支払うものとする。 

なお、第７条の利子補給と同時に申請する場合は、

請求書を兼用することができる。 

交付決定の取消

し又は補助金の

返還 

１ 次の場合は、対象期間であっても補助金の交付

が打ち切られるものとする。 

(1) 対象事業の譲渡、廃止、市外への移転の事実

があったとき。 

(2) 対象融資の繰り上げ償還を行ったとき。 

(3) その他第９条の辞退届が提出された場合、辞

 退理由が発生したとき。 

２ 次の場合は、対象期間の補助金における交付決

定の全部又は一部が取り消されるものとする。 

(1) 申請に虚偽があったとき。 

(2) 借入金を目的外に使用したとき。 

(3) 金融機関との約定による貸付条件に違背して

いるとき。 

(4) 市税を滞納しているとき。 

(5) その他市長が、保証料補助の目的を達するこ

とができないと認めたとき。 

３ 次の場合は、指定された期限までに既に交付し

た補助金の全部又は一部を返還しなければならな

い。 

(1) 補助金の交付を受けた後、補助金の交付決定

を取り消された場合、その取消しに係る部分の

金額 

(2) 返戻保証料が生じた場合で、これまでに交付

した金額が、変更後の保証料総額から改めて積

算した同期間の補助金額を超える場合、その超

える部分の金額 

（辞退届） 



 

第９条 第６条の規定による通知（様式第９号）を受けた申請者が、この

要綱に基づく制度を利用する必要がなくなったときは、速やかに辞退届

（様式第１５号）を市長に提出するものとする。 

（変更届） 

第１０条 第６条の規定による通知（様式第９号）を受けた申請者は、承

認を受けた内容に変更があったときは、速やかに変更届（様式第１６号）

を市長に提出するものとする。 

（金融機関） 

第１１条 市長は、この要綱の実施に関し必要があると認めるときは、金

融機関に報告を求めることができるものとする。  

 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から実施する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から実施する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から実施する。  

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から実施する。  

   附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。  

   附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和２年１２月１４日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和３年１２月１４日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和４年１２月１４日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和５年１０月５日から施行する。  

附 則 

 この要綱は、令和５年１２月１８日から施行する。  

   附 則 

この要綱は、令和６年１１月２２日から施行する。  

附 則 

この要綱は、令和７年７月９日から施行する。  


